
​清掃業務の委託料の積算について​

​　清田中央総合会館清掃業務については、原則として、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務​
​積算基準（令和５年度版）」、「建築保全業務積算要領（令和５年度版）」、本市労務単価のうち日額単価に​
​ついては令和７年度の、その他の単価等については令和８年度の労務単価表に基づき積算を行っております。​
​　ただし、下記に掲載する作業内容については、独自の歩掛りを用いておりますのでご留意ください。​
​　本業務の受託者は、令和８年度の本市労務単価の公表後に、労務単価額の変更に伴う契約金額の変更協議を​
​請求できるものとします。​
​　当該協議により変更する金額については、「令和８年度の本市労務単価により積算された予定価格に当初契​
​約の落札率を乗じた額と当初契約額との差額」により算定することを基本とし、算定方法及び請求方法の詳細​
​は、別途本市から受託者に対し通知するものとします。​

​記​

​１　独自の歩掛りを用いている作業について​

​２　歩掛り以外（月間積算資料や見積りなど）を用いている作業について​


